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プライバシー権と個人情報保護法制の関係に関する

一試論 

村上康二郎* 

概 要 

プライバシー権と個人情報保護法制の関係をどのようなものとして捉えるのかについて

は、以前から議論がある。従来、憲法学では、プライバシー権を自己情報コントロール権と

解し、プライバシー権と個人情報保護法制を一元的に捉える見解が通説であったといえ

る。これに対して、情報法学では、プライバシー権と個人情報保護法制を切り離し、両者を

二元的に捉える見解も有力に主張されている。本稿は、プライバシー権と個人情報保護法

制の関係について、これまでの議論を整理し、検討した上で、筆者なりの方向性を示そうと

するものである。 

 はじめに 

プライバシー権と個人情報保護法制の関係をどのようなものとして捉えるのかについて

は、以前から議論があるが、最近、さらに議論が活発化してきている。従来、憲法学では、

プライバシー権を自己情報コントロール権と解し、プライバシー権と個人情報保護法制を

一元的に捉える見解が通説であったといえる。これに対して、情報法学では、プライバシ

ー権と個人情報保護法制を切り離し、両者を二元的に捉える見解も有力に主張されてい

る。本稿は、プライバシー権と個人情報保護法制の関係について、これまでの議論を整理

し、検討した上で、筆者なりの方向性を示そうとするものである。 

プライバシー権と個人情報保護法制の関係をどのようなものとして捉えるのかという問題

は、一見すると、単なる理論的な問題に過ぎないのではないかという疑問が持たれるかも

しれない。しかし、両者の関係をどのように捉えるのかということは、単なる理論の問題にと

どまるものではない。両者の関係を一元的に捉える場合には、個人情報保護法制の改正

や解釈・運用は、プライバシー権に適合したものでなければならないということになる。また、

場合によっては、プライバシー権の内容が個人情報保護法制から影響を受けるということ

も考えられるところである。これに対して、両者の関係を二元的に捉える場合には、個人情

報保護法制の理念は何なのかということが問題になるし、それがどのような理念なのかによ

って、個人情報保護法制の改正や解釈・運用が影響を受けることになる。このように、プラ

イバシー権と個人情報保護法制の関係をどのように捉えるのかという問題は、実務にも影
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響を与えるものであり、重要なものであると考えられる。 

以下では、まず、プライバシー権と個人情報保護法制の関係に関する初期の議論状況

を紹介する（第 2 章）。次に、憲法上のプライバシー権と個人情報保護法制の関係に関す

るその後の議論の発展を取り上げる（第 3 章）。そして、最近の議論状況を紹介した上で

（第 4章）、最後に、筆者なりの試論を展開することにしたい（第 5章） 1。 

 プライバシー権と個人情報保護法制の関係に関する初期の議論

状況 ―一元的構成説と二元的構成説の対立― 

我が国において、プライバシー権と個人情報保護法制の関係が議論されるようになった

のは、「行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律」（以

下「行政機関電算処理個情法」という。）が制定された 1988年頃以降のことであり、特に活

発に議論されるようになったのは、「個人情報の保護に関する法律」（以下「個情法」とい

う。）が制定された 2003年頃以降のことである。2章では、このような初期の議論状況につ

いて見ていくことにする。 

2.1 一元的構成説 

憲法学の通説的見解は、プライバシー権を自己情報コントロール権であると解し、自己

情報コントロール権を実現するための法制度ないし自己情報コントロール権を具体化した

法制度が個人情報保護法制であるというように解している。プライバシー権と個人情報保

護法制をできるだけ一体的に捉えようとする立場であり、一元的構成説と称することができ

る。 

この立場を代表するのが佐藤幸治の見解である。佐藤幸治は、プライバシー権を自己

情報コントロール権と捉える見解を提唱した。佐藤は、「プライヴァシー固有情報」について

は、公権力が取得・利用・開示することが原則的に禁止されるが、「プライヴァシー外延情

報」については、正当な目的のために正当な方法を通じて取得・保有・利用しても、権利

侵害にはならないとした 2。このように解した上で、「いわゆる個人情報の保護は、あくまで

もこのプライヴァシーの権利の保護のためのものであることを明確に認識すべきである」と

述べている 3。また、プライバシーの権利の「十全な実現のためには、法律により、政府諸

機関に対して、個人に関する情報の取得収集、保有および利用・伝播の各段階について

規制を加える」必要があるとしている 4。松井茂記も、一元的構成説の立場に立っており、

「個人情報保護制度が必要な理由は、何よりも個人のプライヴァシーの権利にある」と述べ

ている 5。 

このような一元的構成説の立場に立つ場合には、個人情報保護法制は、プライバシー

権、特に自己情報コントロール権の内容に沿ったものであることが要請されることになる。

佐藤幸治は、行政機関電算処理個情法は、プライバシー権を実現するという「要請に答え

ようとするものであるはあるが、その不十分さは否めない」として 6、行政機関電算処理個情

法の内容を厳しく批判していた。一元的構成説によれば、個人情報保護法制は、自己情

報コントロール権の内容に沿ったものであることが要請され、不十分な場合には、改正す

べきであるという議論になりやすいということになる。 
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2.2 二元的構成説 

憲法学では、一元的構成説が通説であるが、情報法学では、二元的構成説も有力に主

張されている。個情法が 2003 年に制定された頃の初期の二元的構成説を代表するのが、

鈴木正朝の見解である。鈴木は、①個情法が、直接書面取得のように、本人の同意を得る

ことができる場合にも、利用目的の明示にとどめ、本人同意を要求していないこと、②本人

同意を利用目的の変更と第三者提供の場合に限定して求めており、本人同意を例外的に

定めているに過ぎないこと、③開示の求めの対象を保有個人データに限定していることな

どを指摘する。その上で、「こうした点を考慮すると、法が自己情報コントロール権的考え方

を積極的に導入しようとしているようには解しえない」と主張している 7。これは、プライバシ

ー権と個情法を切り離し、それぞれ独立した法制度であると解するもので、二元的構成説

の立場ということがいえる。 

もっとも、その後、2010 年の時点において、鈴木正朝は、少し立場を修正している。「一

元的構成説」か「二元的構成説」かを対立軸にするのではなく、「一元的解釈」か「二元的

解釈」かを対立軸にするようになっている 8。そして、「一元的解釈は、本人保護に資すると

ころが大きい点で大変魅力的ではあるが、それは立法論として展開すべきである。現行個

人情報保護法の解釈としては、二元的解釈を基礎とせざるを得ない」と述べている 9。これ

は、文字通りに読めば、解釈論としては二元説が妥当であるが、立法論としては一元説が

妥当という立場になる。基本的には二元説ではあるが、立法論としては一元説を妥当とし

ている点で、一元説に歩み寄っているところがある。 

以上のような二元的構成説ないし二元的解釈の立場に立つ場合、個情法の目的は、プ

ライバシー権の保護ではないということになるため、個情法の法理念は、何のかということ

が問題となる。しかし、これらの論稿が公表された時点では、プライバシー権とは別個の法

理念は、必ずしも明確には示されていなかった。 

2.3 立案担当者の見解 

学説上、上記のような対立があるとして、行政機関電算処理個情法や、個情法の立案

担当者は、どのような立場に立っているのか。 

まず、行政機関電算処理個情法の立案担当者は、同法の目的である「個人の権利利益」

には、「プライバシーとして議論されることが多い次のものが含まれる」とし、①「個人の秘密

が公開されないこと」、②「誤った又は不完全な情報によって自己に関し誤った判断がなさ

れないこと」、③「自己の情報を知ること」の 3 つをあげていた 10。ここでは、「プライバシー

として議論されることが多い」という微妙な表現がなされており、一元的構成説か二元的構

成説か割り切れない立場になっている。 

次に、個情法の立案担当者は、個情法の法目的である「個人の権利利益」について、

「個人情報の取扱いの態様いかんによって侵害されるおそれのある『個人の人格的、財産

的な権利利益』」であるとし、「プライバシーはその主要なものであるが、それに限られない」

としている 11。そして、自己情報コントロール権については、「内容、法律上の効果等が明

確でないため、これをそのまま条文に規定することは、一義的で安定した制度を整備する

観点から適当でない」とする。また、プライバシー権についても、「法律にそのまま用いるこ

とができるような明確な内容と限定性を備えているとは言い難い」としている 12。ここで注意
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しなければならないのは、「プライバシーはその主要なものである」といっているように、プラ

イバシーと全く無関係であるとはいっていないということである。また、自己情報コントロー

ル権や、プライバシー権の考え方についても、内容が不明確なので、条文に規定していな

いということであって、これらの考え方や概念が、不要であるとか、不当であるといった批判

をしているわけではない点についても、十分な注意が必要である 13。プライバシーとの関

連性は認めているが、やはり、一元的構成説とも二元的構成説とも割り切れない立場とい

うことになるであろう。 

なお、2022 年に改正された「個人情報の保護に関する基本方針」は、個情法の「第 3

条は、個人情報がプライバシーを含む個人の人格と密接な関連を有するものであり、個人

が『個人として尊重される』ことを定めた憲法第 13 条の下、慎重に取り扱われるべきこと

を示す」としている。これは、読み方によっては、一元的構成説と読めなくもないが、プライ

バシー権を具体化したものが個情法であるとまではいっていないので、上述の立案担当

者の見解に近いと見ることもできる。 

2.4 検討 

このように、一元的構成説と二元的構成説が対立してきたが、議論の前提として、1点留

意する必要がある。それは、プライバシー権と個人情報保護法制では、法的性質ないし法

的位置づけが異なるということである。前者は憲法上の人権や民法上の権利であるのに対

し、後者は、行政法である。二元的構成説は、この法的性質の違いを強調してきたところが

あるが、一元的構成説も、この点は当然の前提にしているものと考えられる。プライバシー

権と個人情報保護法制では法的性質が異なることを前提としつつ、両者をどれぐらい関連

付けて捉えるのかということが、一元的構成説と二元的構成説の対立点になっているもの

と考えられる。 

この点を踏まえた上で、一元的構成説と二元的構成説のいずれが妥当なのかが問題と

なるが、筆者としては、両説はいずれも極端なところがあり、これらのいずれとも異なる立場

もあり得るのではないかと考えている。この点については、後に、5 章において詳しく論じる

ことにしたい。 

 憲法上のプライバシー権と個人情報保護法制の関係に関する議

論の発展 ―個人情報保護法制がプライバシー権に与える影響― 

上述したように、憲法学では一元的構成説が通説になっている。このような一元的構成

説を基本的に前提にしつつ、2010 年代の後半ぐらいから、憲法上のプライバシー権と個

人情報保護法制の関係について、新たな議論の展開が見られるようになった。つまり、個

人情報保護法制がプライバシー権に影響を与えるのかということが、議論されるようになっ

てきたのである。 

3.1 山本龍彦説と曽我部真裕説の対立 

初期の一元的構成説は、まず、憲法上のプライバシー権を論じ、それに適合するように
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個人情報保護法制を設計すべきであるという議論をしてきた。しかし、その後、それとは反

対に、プライバシー権の内容を検討する際に、個情法の規定を参考にするような議論が展

開されるようになってきた。 

曽我部真裕は、プライバシー権について、個情法などの実定法の規定を参考にした議

論を行っている。曽我部は、個情法では、個人情報の取得のために同意が必須とはされ

ていないこと、第三者提供については同意を要するが、例外が広く認められていることなど

を指摘し、実定法では「自己情報コントロールのうち、自己決定・同意の要素は貫徹されて

いない」とする 14。このように、実定法の規定を参考にして、自己情報コントロール権説を批

判し、プライバシー権は、「個人情報の保護を求める権利」であるとする見解を主張してい

る 15。このように曽我部は、プライバシー権の内容を検討する際に、個情法の規定を参考

にしている。これは、個情法の内容がプライバシー権の議論に影響を与えるという立場で

あると考えられる。 

このような曽我部説を批判したのが、山本龍彦の見解である。山本は、曽我部説は「逆

立ちした議論」であると批判する。つまり、「憲法上のプライバシー権が『自己決定』を本質

的要素としているならば、筋としては、それに対応していない実定法の方が批判されるべき」

とするのである 16。山本説は、憲法上のプライバシー権を自己情報コントロール権であると

解し、この自己情報コントロール権に適合するように、個情法を設計すべきであるという立

場であり、この点では、初期の一元的構成説と同様の立場ということになる。 

3.2 検討 

憲法理論の一般的な考え方としては、憲法の最高法規性（憲法 98条 1項）や、国法秩

序の段階構造の観点から 17、山本龍彦説が基本的には正当であると評価されることになる

であろう。一般論としては、憲法上の人権の内容をまず考えて、それを具体化するように実

定法を整備すべきであるというのが穏当な考え方ではある。しかし、プライバシー・個人情

報保護の分野は特殊なところがあり、曽我部説のように、個情法の内容がプライバシー権

の議論に影響を与えるという考え方も、成り立つ余地があるように思われる。 

曽我部は、自説の論拠として、個情法が自己決定・本人同意を貫徹していないことにつ

いて、憲法学説が声高に批判してきたわけではないということをあげている 18。確かに、こ

の点も根拠になり得るものと考えられるが、やや消極的な根拠になっているように思われる。

この点については、もう少し積極的な論拠が必要であろう。 

その意味で注目されるのが、實原隆志の見解である。實原は、憲法と個人情報保護法

制の関係を検討した論文において、「憲法上の権利の保護を実効的なものとするための

仕組みは、最高法規である『憲法』から『上から順』に作られるとは限らない」とする 19。そし

て、憲法上の権利の保障は、「憲法と一般法（令）、判例の間での相互作用の過程を経て

様々な形態で体系化されるに至るものであり、その過程で一定の措置・機関・法令に憲法

との関連性が生じることがある」とするのである 20。このような實原説は、ドイツにおける憲法

上の権利（情報自己決定権）と一般法（連邦データ保護法）の関係に関する議論を基礎と

したものであり 21、本稿とは問題意識や論理展開を異にするものではある。しかし、結果的

に、一般法である個情法が憲法上のプライバシー権に影響を与える可能性を認めることに

なるものと考えられ、その意味で、参考になる見解であると考えられる。 
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あるいは、別の論理にはなるが、次のような論拠もあり得るかもしれない。つまり、個情法

の規定内容に、間接民主制を通じて、一種の擬制ではあるものの、国民のプライバシー意

識や一般人の感受性が現れているところがあるため、それを憲法上のプライバシー権が考

慮すべきであるという考え方である。曽我部説のように、憲法学説が個情法の規定を声高

に批判してこなかったというだけでは、やや消極的であるが、個情法の規定に国民のプラ

イバシー意識が体現されているとすれば、より積極的にプライバシー権への影響を根拠づ

けることができるように思われる 22。 

 最近の議論状況 

プライバシー権と個人情報保護法制の関係に関する議論は、最近、さらに活発化してき

ている。一元的構成説の立場、一定の関連性を認める立場、二元的構成説の立場などが

主張されている。以下、順に見ていくことにしたい。 

4.1 最近の一元的構成説 ―森亮二説― 

最近の学説の中で、一元的構成説の立場に立つものとしては、森亮二の見解をあげる

ことができる。森は、個人情報保護法制がプライバシー保護を考慮して改正されてきたとい

うことを指摘する。具体的には、要配慮個人情報の概念を取り入れた 2015 年改正を取り

上げた上で、「個人情報保護法は、特定の個人を識別することができる情報についてその

性質を問わず一律の規制の対象とするルールから、情報の性質に着目して異なるレベル

の規制の対象とするルールに変容している」とする 23。そして、「同法の制度設計を考える

上で、個人識別性の有無のみならず、情報の要保護性や機微性の程度に着目することは

避け難いことであり、本法を正面からプライバシーの保護を目的とするものとして位置付け

ることには、相応の合理性があった」とするのである 24。この森の見解は、プライバシー権と

個情法が密接な関係を有すると解する立場であり、その点では、初期の一元的構成説と

ほぼ同様の立場に立っているものと考えられる 25。 

4.2 最近の一元的構成説 ―實原隆志説― 

最近の学説の中で、一元的構成説の立場に立つものとしては、他にも、實原隆志の見

解がある。實原は、プライバシー権という言葉は使わないものの、京都府学連事件判決、

住基ネット判決、前科照会事件判決などを取り上げた上で、「個人に関する情報をみだり

に扱われない自由」が憲法上の権利として保障されているとする 26。この「個人に関する情

報をみだりに扱われない自由」は、一般的な理解によれば、プライバシー権に相当するも

のといってよいであろう。 

そして、實原は、「個人情報保護法も憲法上の権利の保護とその制限、その制限の正

当化という過程にあるものとみることができる」とする 27。これは、ドイツにおける議論を参考

にしたものであるが、憲法上の権利（プライバシー権）と個情法が密接な関係を有すると解

する立場であるといえる。さらに、實原は、「個人情報保護法を憲法との関連性をふまえて

解釈することが、個人情報保護法の関係規定の解釈・運用において一定の帰結を導くこと

もある」としている 28。 
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このような實原の見解は、まず、憲法上の権利（プライバシー権）を考えて、それに沿っ

て個情法が解釈・運用されるべきであるとする点で、初期の一元的構成説と類似した立場

になっている。もっとも、前述したように、権利保護の仕組みが「憲法から『上から順』に作ら

れるとは限らない」とする点で、従来の一般的な一元的構成説とはやや異なっている。 

4.3 一定の関連性を認める見解 

最近では、明確に一元的構成説の立場に立っているわけではないが、プライバシー権

と個情法の間に一定の関連性を認める見解も見られるようになっている。それが、2023 年

に公開された個人情報保護委員会の顔識別機能付きカメラシステムに関する報告書であ

る 29。この報告書は、肖像権侵害やプライバシー侵害に関する判例や裁判例を取り上げ

た上で、「不法行為の成否を評価するに当たり考慮される要素は、個人情報保護法上も不

適正利用の禁止規定（法第 19 条）や適正取得規定（法第 20 条第 1 項）の解釈などにお

いて、考慮すべきである」とする。そして、「顔識別機能付きカメラシステムを利用するに当

たっては、個人情報保護法を遵守するのみならず、肖像権やプライバシー保護の観点か

らも留意する必要があるし、そのような観点を個人情報保護法の適用においても考慮すべ

きである」とするのである 30。これは、個情法の 19 条や 20 条 1 項といった規定の解釈に

ついて、肖像権やプライバシー権に関する判例を考慮すべきとするものであり、個情法と

プライバシー権の間に一定の関連性があることを認めた見解であるといえるであろう 31。 

4.4 最近の二元的構成説 ―高木浩光説― 

ここまでは、一元的構成説や一元的構成説寄りの見解を取り上げてきたが、最近の学

説の中にも、二元的構成説の立場に立つものがある。それが、情報学者の高木浩光が主

張する見解である。 

高木は、データ保護法制の理念として、自己情報コントロール権などのプライバシー権

をあげる見解、すなわち一元的構成説を批判する。そして、ヨン・ビングや、フリッツ・ホン

ディウスといった北欧の研究者の学説を積極的に取り上げる 32。その上で、データ保護法

制は、「『意思決定指向利益モデル』に基づくものであり、その保護する法的利益の核心は、

個人に対して行われる意思決定に際して求められる『関連性の原則』にある」という独自の

見解を主張している 33。 

このように高木説は、基本的には、ヨン・ビングの見解から強い影響を受けているが、ビ

ングの見解を大幅に修正ないし発展させているところがある。高木は、最近になって、個人

データ保護の法目的について、核心的保護利益、手段的保護利益、副次的保護利益の3

つに段階分けをする見解を主張するようになっている 34。まず、核心的保護利益は、「個人

データ処理による個人に対する評価・決定の適切性確保の利益」であるとする。次に、手

段的保護利益には、「データ対象者が自己データの開示・訂正・利用停止を請求できる利

益」が含まれるとする。そして、副次的保護利益には、「秘密保持の利益、勧誘拒否の利

益、自己の情報を知る利益、私的領域保護の利益」が含まれるとする 35。そして、高木は、

個人データ保護は差別の排除を主要な趣旨としており、それを達成する仕組みが「関連

性」の要求であるとして、非差別や関連性を特に強調している 36。 

このような高木説は、個情法の法目的は、プライバシー権とは異なるものであるとするも
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のであり、まさに二元的構成説の立場であるといえる。また、初期の二元的構成説とは異な

り、プライバシー権とは異なる独自の法目的を明確にしようと試みている点に特徴がある 37。 

 考察 

ここまで、初期の一元的構成説と二元的構成説の対立状況、その後の憲法学における

議論の発展、最近の議論状況について見てきた。5章では、これらの学説に検討を加えた

上で、筆者なりの試論を展開することにしたい。 

5.1 一元的構成説に関する検討 

これまで見てきたように、従来、憲法学では、一元的構成説が通説とされてきたし、最近

の学説においても、一元的構成説が有力に主張されている。しかし、プライバシー権と個

人情報保護法制の間には、様々な相違があるため、完全に一元的構成を貫くのは、必ず

しも容易ではないように思われる。以下では、両者の相違をいくつか取り上げることにする。 

5.1.1 形成過程の観点から見た相違 

プライバシー権と個人情報保護法制では、法的性質が異なるということは 2 章において

述べた通りである。つまり、前者は憲法上ないし民法上の権利であるのに対し、後者は行

政法であるということである。この点とも関連するが、さらに、両者では、形成過程の点に相

違がある。憲法上のプライバシー権または民法上のプライバシー権は学説によって法理論

的に議論され、形成される。また、判例、裁判例の蓄積によって具体化される側面がある。 

これに対して、個情法は立法政策的に内容が定められる点で、形成過程が異なる。個

情法を制定する際には、様々な立法政策的観点を考慮する必要がある。例えば、プライバ

シー権については、裁判においてプライバシー権侵害が問題となった際の基準になるとい

う側面が強いが、個情法は、個人情報保護委員会が監督・執行をする際の基準になると

いう側面があるため、基準の明確性がより強く要求されるところがある。 

5.1.2 比較法的観点から見た相違 

次に、プライバシー権と個人情報保護法制では、比較法的にどのような国・地域から影

響を受けてきたのかという点で相違がある。我が国のプライバシー権論は、アメリカの学

説・判例に強い影響を受けてきたといってよいであろう。憲法学において自己情報コントロ

ール権説を提唱した佐藤幸治の見解は、もともと、アメリカの 1960 年代の議論から強い影

響を受けたものである 38。最近の有力説である山本龍彦説や、音無知展説などもアメリカ

の議論から強い影響を受けている 39。確かに、ドイツの「情報自己決定権」を参考にした学

説も一部において主張されているが 40、やはりアメリカの議論を参考にした学説が主流に

なっているといえる。 

これに対して、個情法については、最近では、EU の一般データ保護規則（以下

「GDPR」という。）の影響が、次第に強くなってきている。これは、日本の個情法が GDPR

の十分性認定を取得することを目標として改正作業などを行ってきたからである。このよう
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に、プライバシー権はアメリカから影響を受けているのに対し、個情法は EU から影響を受

けるようになっており、一種のねじれが存在する点が大きな問題になっている。この点が、

プライバシー権と個情法を純粋に一元的に把握することを難しくしているところがあるように

思われる。 

5.1.3 実践的観点から見た相違 

また、プライバシー権と個人情報保護法制では、実践的ないし実務的な観点から見て、

どの程度、具体的で詳細なルールを示してきたかという点で相違がある。従来のプライバ

シー権論が、個情法の立法や解釈に対して十分な指針を示してきたかについては、疑問

がある。むしろ、個情法やそのガイドラインの方が具体的かつ詳細なルールを定めている

場合が多い。例えば、対象となる情報の範囲がどの程度、明確にされてきたのかという問

題がある。プライバシー権論では、プライバシー情報については、固有情報と外延情報に

分けるといった議論がなされたり 41、あるいは判例・裁判例において問題となった情報につ

いて散発的に議論がなされたりしてきた。しかし、プライバシー情報の範囲が、十分に明確

化されてきたのかについては、疑問がある。これに対し、個情法では、個人情報の定義が

2条において明確に定義されており、さらに、「個人情報の保護に関する法律施行令」1条

および 2 条、「個人情報の保護に関する法律施行規則」2 条から 5 条、「個人情報の保護

に関する法律についてのガイドライン（通則編）」（以下「通則 GL」という。）2 章において、

詳細な定めや記述がなされているところである。 

もっとも、分野によっては、プライバシー権に関する学説・判例が詳細に発展しており、

個情法の解釈・運用の指針として参考になる場合がある。例えば、肖像権については、判

例、裁判例が蓄積してきており、具体的な基準が示されるようになっている。前述したよう

に、個人情報保護委員会の顔識識別機能付きカメラシステムに関する報告書は、肖像権

侵害やプライバシー侵害に関する判例、裁判例を取り上げた上で、「個人情報保護法上も

不適正利用の禁止規定（法第 19 条）や適正取得規定（法第 20 条第 1 項）の解釈などに

おいて、考慮すべきである」としているところである 42。しかし、このような場合は、どちらかと

いうと例外的であり、プライバシー権に関する学説・判例よりも、個情法の規定やそのガイド

ラインの方が詳細かつ具体的なルールを定めている場合が多い。 

以上に見てきたように、プライバシー権と個人情報保護法制では、様々な点に相違があ

るため、一元的構成を完全に貫くことは、必ずしも容易ではないものと考えられる。 

5.2 二元的構成説に関する検討 ―最近の学説を中心に― 

先に、2 章において述べたように、初期の二元的構成説は、プライバシー権と個情法を

二元的に捉えつつも、個情法の法目的を明確には示していなかった。その意味では、個

情法の法目的について、プライバシー権と異なる独自の理念を示そうと試みている最近の

二元的構成説（高木浩光説）が注目されるところである。高木説は、プライバシー権や、個

人情報保護法制に関する国内外の多くの文献を参照しながら議論を展開しているが、高

木説についても、なお、いくつかの課題が残されているものと考えられる。 
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5.2.1 プライバシー権と個人情報保護法制の発展の歴史 

高木説は、OECD プライバシーガイドライン（以下「OECD ガイドライン」という。）、特に

OECD8 原則に注目している 43。高木は、OECD ガイドラインの制定過程に関する多くの

歴史的資料を渉猟した上で、同ガイドラインは、プライバシー保護を目的とするものではな

く、欧州のデータ保護の考え方に立脚したものであるということを主張している。もっとも、

そのような理解の仕方には、異論の余地があるところである。 

歴史的には、1960 年代のアメリカにおいて、アラン・ウェスティンやアーサー・ミラーによ

って、情報プライバシー権の議論が発展し 44、それらが公正情報実務原則（Fair 

Information Practice Principles）（以下「FIPs」という。）に対して影響を与えた 45。この

ような情報プライバシー権や、FIPs の考え方が、少なからず、OECD8 原則にも影響を与

えたと見るのが穏当である。つまり、OECD8 原則は、アメリカの情報プライバシーの考え

方と欧州のデータ保護の考え方の両方の影響を受けているものと考えられる。 

この点については、コリン・ベネットの著書『Regulating Privacy』が参考になる 46。同書

は、欧米主要国の個人情報保護ないし個人データ保護に関する法政策がどのような点で

収斂しており、どのような点で乖離しているのかということを詳細に記したものである。ベネ

ットは、この著書において、アラン・ウェスティンやアーサー・ミラーの学説、つまりアメリカの

情報プライバシー権に関する学説が、FIPs の成立に大きな影響を与えたとしている 47。ま

た、FIPs の考え方を明確に示した最初期の重要な文書として、1973 年の合衆国保健教

育福祉省の報告書がある 48。この報告書も、アラン・ウェスティンやチャールズ・フリードに

よる情報プライバシー権の定義を明示的に引用した上で、FIPsに関する 5つの原則を記

述している 49。そして、ロバート・ゲルマンは、OECD ガイドラインは、FIPs という言葉を使

用していないが、FIPs を中核的な原則（core principles）として採用したものであるという

ことを述べている 50。 

以上からすれば、ウェスティンやミラーなどの情報プライバシー権の考え方が、FIPs に

影響を与え、さらに、FIPs が OECD ガイドラインに影響を与えたと見るのが堅実であると

考えられる 51。 

5.2.2 保護利益の段階分けの是非 

高木説は、ヨン・ビングの見解をベースにしたものである。ビングは、データ保護に関す

る決定指向の考え方を主張しており、データ保護とは、「自己に影響を与える可能性のあ

る決定において、自己の個人データの使用について個人が有する様々な利益の保護で

ある」と述べている 52。そして、その利益は 3つあるとする。第 1は、適切な決定がなされる

ように、決定者が自己に関する適切な個人データを利用し得るようにする利益である。第 2

は、秘密保持の利益である。第 3 は、公開性の利益であり、どのような個人データが、どの

ような目的で、どのような組織によって利用されるのかを知る利益である 53。 

高木説は、このようなビングの見解から強い影響を受けつつも、ビングの見解をそのまま

支持するのではなく、独自の体系化をはかっている。すなわち、個人データ保護の法目的

について、核心的保護利益、手段的保護利益、副次的保護利益の 3 つに段階分けをす

る。そして、個人に対する評価・決定の適切性確保という核心的保護利益が最も重要であ

り、それ以外の利益は、あくまで手段的なもの、副次的なものに過ぎないとするのである。 
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注目される見解ではあるが、このような段階分けは不要ではないかと考えられる。高木

説は、OECD8 原則を参考にしたものであり、核心的保護利益というのは、基本的に、

OECD8 原則の中の第 2 原則に由来するものである。しかし、OECD8 原則を見ても、外

見上、8 個の原則がフラットに書かれており、第 2 原則が核心的で一番重要な原則である

という書きぶりにはなっていないし、OECD ガイドライン全体を見ても、第 2 原則が一番重

要であるということを示唆するような記述は存在しない。また、仮に、8 原則の間に何らかの

優劣があるとしても、一番重要度の高い原則が 2 番目に書かれているというのは、不自然

なところがある。OECD8 原則の 8 つの原則については、特に優劣はないものと見るのが

素直であると考える。なお、OECDガイドラインの説明覚書には、OECD8原則について、

「これらの諸原則で想定されているデータ処理におけるさまざまな業務と段階との間の区

別はいくぶん人為的であるので、これらの諸原則は一括して取り扱われ検討されることが

重要である」との記述がある 54。8原則は、できるだけ一体的に取り扱われるべきとするもの

であり、この点も、8 原則については特に優劣はないということを示唆しているように思われ

る。 

5.2.3 プライバシー権への包摂の可能性 ―佐藤幸治説と阪本昌成説の対立― 

高木説が主張するように、関連性のないデータに基づいて差別的な評価・決定がなさ

れたり、不正確なデータに基づいて不当な評価・決定がなされたりしないという利益は重要

なものである。ただ、これらもプライバシー権の問題として捉えることは可能であると考えら

れる。 

この点は、プライバシー権の問題に関する、佐藤幸治説と阪本昌成説の対立が関係し

ている。阪本昌成は、「プライヴァシーの中心的構成要素は、自己について何らかの決定

がなされるさいに、その決定の基礎として利用されうる個人情報が、適切なものであること

に対してもつ個人の利益である」と主張した 55。これは、ヨン・ビングの見解と酷似した見解

である 56。このような考え方を基礎としながら、その後、阪本は、プライバシー権を「社会的

評価からの自由」として捉える見解を主張した 57。しかし、これに対しては、評価を受けるこ

とが問題なのではなく、「他者に知られたくもない自分に関する情報が他者の手中に入っ

てしまったこと」それ自体が問題なのであるという批判がなされた 58。佐藤・阪本論争を経て、

憲法学説上は、佐藤幸治の自己情報コントロール権説が通説になったという経緯がある。

しかし、不適切な情報に基づいて不当な評価・決定を受けない利益も、プライバシー権に

含めることは可能であると考えられる。 

我が国の従来の自己情報コントロール権説は、基本的に、自己情報の流れに対するコ

ントロールを重視してきたところがあるが、自己情報の内容ないし適切性に対するコントロ

ールも含めるのが妥当であると考える。自己情報の内容ないし適切性に対するコントロー

ルが可能になれば、不適切な情報に基づいて、不当な評価・決定がなされることを防ぐこ

とができるからである。 

この点に関する補強的根拠として、以下の 2 点をあげることができる。1 つは、1973 年

の合衆国保健教育福祉省の報告書である。同報告書は、「個人を特定できる形で個人に

関する情報を含む記録は、どのような記録の内容
．．

になるのか、そして個人を特定可能な情

報について、どのような開示および利用
．．．．．．．

がなされるのかの判断に関与する権利が個人に
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認められるような手続によって統制されなければならない」（傍点筆者）としている 59。これ

は、自己情報の流れと内容の両方に関与する権利を認めていると読むことが可能である。

もう 1 つは、情報プライバシー権の主唱者の 1 人であるアーサー・ミラーの見解である。ミ

ラーは、その著書『The Assault on Privacy』の第 2章において、情報プライバシー権を

定義した後に、プライバシーへの脅威として次の 2つの点を強調している 60。すなわち、①

誰が自己情報プロフィールにアクセスできるのかに関するコントロールの喪失、②自己情

報プロフィールの正確性に関するコントロールの喪失である。②の方は、正確性に限定さ

れてはいるが、自己情報の内容に対するコントロールも認めるべきという方向性が示されて

いる。 

5.2.4 個人に対する差別の排除という観点 

高木説は、ヨン・ビングの見解を主に参考にしており、ビングと同様に、特に、関連性の

原則を重視している。そして、関連性のないデータに基づいて、差別的な評価・決定がな

されない利益を特に強調している 61。 

このように、高木説は非差別の観点を重視するが、非差別の観点は、佐藤幸治説にお

いても、一面において、考慮されているところがある点に注意する必要がある。佐藤説によ

れば、プライバシー固有情報とは、「道徳的自律の基本にかかわる情報」であり、「個人の

心身の基本に関する情報（いわゆるセンシティブ情報）、すなわち、思想・信条・精神・身

体に関する基本情報、重大な社会的差別の原因となる情報」のことである 62。ここでは、

「重大な社会的差別の原因となる情報」が含まれており、固有情報の定義という観点で差

別の問題が考慮されていることになる。 

また、プライバシー権に関する裁判例においても、非差別の観点を考慮しているものが

ある 63。まず、「石に泳ぐ魚」事件の控訴審判決は、幼小時に静脈性血管腫に罹患したと

いう事実について、「この疾患に対する社会的な認知度は低く、他人から奇異な目で見ら

れるなど興味本位の取扱いや差別の対象となり易い」という認定を行った。その上で、「こ

れを無断で公表することは、障害それ自体の苦痛のうえに、更に、他人の好奇の眼や差

別によって苦しめられている者の精神的苦痛を倍加する不法な行為であって、人格権の

著しい侵害として、当然にプライバシーの侵害に当たる」と判示している 64。 

また、「全国部落調査」出版差止訴訟の東京地裁判決は、「ある個人の住所又は本籍が

本件地域内にあることが他者に知られると、当該個人は被差別部落出身者として結婚、就

職等の場面において差別を受けたり、誹謗中傷を受けたりするおそれがある」とした。そし

て、「ある個人の『住所又は本籍が本件地域内にあること』は、みだりに他人に知られたくな

い情報として当該個人のプライバシーに属する情報に当たると認めるのが相当である」と

判示している 65。 

このように、プライバシー権論においても、固有情報の範囲や、プライバシー権侵害の

認定などにおいて、非差別の観点が考慮されているため、プライバシー保護とデータ保護

の異質性をあまり過度に強調することは相当ではないように思われる。 
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5.3 私見 

5.3.1 プライバシー権と個人情報保護法制の相互参照関係 

ここまで、5 章では、一元的構成説と二元的構成説の両者について、最近の学説を中

心に検討を加えてきた。これまで述べてきたように、一元的構成説、二元的構成説のいず

れについても、やや極端なところがあるものと考えられる。従来、憲法学では、プライバシ

ー権を自己情報コントロール権と解し、プライバシー権と個人情報保護法制をできるだけ

一体のものとして捉える一元的構成説が通説とされてきた。しかし、上述したように、プライ

バシー権と個情法を完全に一元的に把握することについては様々な課題が残されている。

他方で、二元的構成説のように、両者が全く無関係とするのも、これまでのプライバシー権

や個人情報保護法制の発展の歴史からいって不自然であり相当ではない。このように、一

元的構成説、二元的構成説のいずれも極端に過ぎるため、その中間に落としどころがある

のではないかと考えられる。また、3 章で述べたように、プライバシー権が個情法に影響を

与えるだけではなく、個情法がプライバシー権に影響を与えるという側面も肯定されるべき

である。これらを考慮すると、プライバシー権と個人情報保護法制は、相互に参照しあうよ

うな関係、つまり相互参照関係にあると考えるのが妥当である 66。なお、相互参照関係とい

っても、個情法が憲法上のプライバシー権を実現する側面を有することを否定する趣旨で

はない。古典的な一元的構成説との違いは、プライバシー権と個情法との関係をやや緩

やかに捉える点、個情法がプライバシー権に影響を与えることを肯定する点などにある。

その意味では、修正一元的構成説という呼び方もできるかもしれない。 

5.3.2 共通の参照モデルとしての OECD8原則 

このように、プライバシー権と個人情報保護法制が相互参照関係にあるとしても、単に、

相互参照関係というだけでは、なかなか両者が進むべき方向性が明確にならない恐れが

ある。そのため、プライバシー権と個人情報保護法制の両者にとって議論の共通の基盤と

なるような参照モデルが必要になると考えられる。その参照モデルとしては、OECD8 原則

が妥当であると考える。OECD8 原則は、FIPs の中でも、最も重要度が高く、世界的に大

きな影響を与えているものである。OECD ガイドラインは、1980 年に定められたが、30 周

年を契機として、2013 年に改正が行われた 67。しかし、その際、OECD8 原則については、

何ら変更が加えられなかった。このことは、OECD8 原則の普遍性を示しているものと考え

られる。また、我が国の個情法の立案担当者が執筆した書籍も、我が国の個情法が、

OECD8原則を参照して制定されたものであるということを示している 68。 

先に、一元的構成説について検討を加えた際に、我が国では、プライバシー権の議論

がアメリカから影響を受けているのに対して、個情法についてはEUからの影響が強くなっ

ており、一種のねじれが存在する点が問題になっているということを指摘した。その意味で

も、プライバシー権と個人情報保護法制の共通の参照モデルをOECD8原則とすることは

理にかなっているものと考えられる。というのは、OECD ガイドラインは、EU とアメリカのプ

ライバシー、個人情報保護に関する法政策の対立を調整するということを意図して作成さ

れたところがあるからである 69。OECD8 原則は、アメリカの情報プライバシーの考え方と、

EU のデータ保護の考え方の両者を踏まえた内容になっており、我が国において、プライ
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バシー権と個人情報保護法制の共通の参照モデルとするのに適しているものと考えられる。 

このように、筆者の見解は、プライバシー権と個人情報保護法制の関係を相互参照関

係と捉えるものであるが、プライバシー権の内容を議論する際に、OECD8 原則を参照す

る学説としては、他に、曽我部真裕の見解がある。曽我部は、プライバシー権を「個人情報

の保護を求める権利」と解しつつ、その内容について、OECD8 原則を参照する見解を主

張している 70。また、高木浩光説も個人データ保護の理念としてではあるが、OECD8 原

則を重視する立場である。したがって、OECD8 原則を重視するという意味では、曽我部

説も高木説も共通しているところがあるといえる。曽我部説と高木説の違いの１つは、

OECD8 原則について、核心的なものとそれ以外のものというような段階分けを行うかどう

かにある。この点については、筆者は、8 原則をフラットに捉える曽我部説の方が妥当であ

ると考える。 

5.3.3 相互参照関係説の具体的な帰結 

最後に、プライバシー権と個人情報保護法制の関係について、上記のような相互参照

関係説の立場に立つ場合に、具体的にどのような帰結が導かれることになるのかについて、

見ていくことにしたい。 

（1）プライバシー権に関する議論 

相互参照関係説の立場に立つ場合には、まず、プライバシー権の定義を検討する際に、

OECD8原則や、個情法の規定の内容を参考にすることが可能になるものと考えられる。 

ここで重要になるのは、OECD8 原則や、個情法は、必ずしも本人同意原則を貫徹して

いるわけではないということである。まず、OECD8 原則であるが、①収集制限の原則にお

いては、「適当な場合には、データ主体に知らしめ又は同意を得た上で、収集されるべき

である」としているが、常に同意を得て収集すべきであるとはしていない 71。③利用制限の

原則においても、同意が必要となるのは、「明確化された目的以外の目的のために」利用

する場合だけである。また、個情法では、要配慮個人情報の収集には、原則として本人同

意が必要であるが、通常の個人情報の収集には、必ずしも本人同意は必要ではない（個

情法 20条）。通常の個人情報について、本人同意が必要となるのは、目的外利用や第三

者提供などの場合に限られており、限定的である（個情法 18 条、27 条）。公的部門にお

いては、本人同意が必要となる場合は、さらに限定されている。このように、OECD8 原則

でも、個情法でも、同意原則は貫徹されていない。 

プライバシー権については、憲法学では自己情報コントロール権説が通説とされてきた。

「自己情報コントロール」を字義通りに捉えれば、本人同意が原則とされるはずであるが、

そのような立場は、同意原則を貫徹していない OECD8 原則や個情法の規定とは親和的

ではない部分がある 72。これに対して、筆者は、情報プライバシー権を自己情報コントロー

ル権、自己情報適正取扱権、私生活非公開権の 3 つに類型化した上で、自己情報コント

ロール権はあくまで、例外的な権利であるとする見解を主張している 73。この見解は、プラ

イバシー固有情報については、自己情報コントロール権が認められ、本人同意が原則とな

るが、プライバシー外延情報については、自己情報適正取扱権のみが認められ、本人同

意は必ずしも必要ではないとするものである。このような見解は、要配慮個人情報の場合と

通常の個人情報の場合を区別している個情法の規定と整合的である。したがって、この見
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解は、上記のような相互参照関係説と親和的であると考えられる。 

これに対しては、固有情報と外延情報で扱いに違いを設けるべきではないという批判が

なされる可能性がある。しかし、①我が国では、自己情報コントロール権説の中でも、佐藤

幸治説や土井真一説 74 のように、固有情報と外延情報を区別する考え方が有力であった

こと、②EUのGDPRでは、「特別な種類の個人データ」が特に厳格に保護されていること

（GDPR9 条）、③OECD ガイドラインでも、各国において、センシティブ情報を特別扱い

することを排除しているわけではないこと 75、などから私見の立場にも相当な合理性がある

と考えられる。 

さらに、プライバシー権、特に情報プライバシー権の具体的な内容を検討する際にも、

相互参照関係説によれば、OECD8 原則や、個情法などを参考にした議論が可能になっ

てくるものと考えられる。1 つの例として、以下の点をあげることができる。プライバシー権に

ついては、山本龍彦によって、いわゆる構造審査説ないしシステム・コントロール説が有力

に主張されている 76。プライバシー権の保障のために、構造審査が必要になるとする点に

ついては、示唆に富むものであり、基本的に妥当な見解であると考えられるが、具体的に

どの程度の構造が必要とされるのかについては、必ずしも十分な議論がなされていない。

これについては、相互参照関係説によれば、個情法の安全管理措置に関する規定（個情

法 23 条）や個人情報保護委員会のガイドライン（通則 GL3-4-2）などを参考にすることが

可能になるものと考える。 

（2）個人情報保護法制に関する議論 

以上は、プライバシー権に対して、OECD8 原則や個情法が影響を与えるという議論で

あるが、相互参照関係説では、反対方向の議論も重要である。つまり、相互参照関係説に

よれば、個情法の解釈・運用について、プライバシー権に関する判例・学説を参考にする

ことが可能であると考えられる。前述したように、個人情報保護委員会の顔識識別機能付

きカメラシステムに関する報告書は、肖像権侵害やプライバシー侵害に関する判例、裁判

例を取り上げた上で、「個人情報保護法上も不適正利用の禁止規定（法第 19 条）や適正

取得規定（法第 20条第 1項）の解釈などにおいて、考慮すべきである」としている 77。この

点は、従来の一元的構成説によれば、肖像権、プライバシー権に関する判例・裁判例の

基準が個情法 19条、20条の解釈に直接適用されるということになるであろうが、相互参照

関係説の場合も、肖像権、プライバシー権に関する判例、裁判例が 19条、20条の解釈に

当たって考慮され得るということになるであろう。 

また、上記のような相互参照関係説は、個情法の改正議論にも影響を与える可能性が

あるものと考えられる。本稿執筆時点において、個情法の 3 年ごと見直しに関する議論が、

個人情報保護委員会において進められている 78。3年ごと見直しに関する詳細な検討は、

本稿の課題を超えるものであるため差し控えることにするが、以下の 2 点については指摘

しておくことにしたい。 

第 1に、OECD8原則の第 2原則、つまりデータ内容の原則が現行の個情法において

十分に反映されているのかという問題がある 79。筆者の見解は、相互参照関係説の立場に

立ちつつ、OECD8 原則を、プライバシー権と個人情報保護法制の共通の参照モデルに

すべきとするものである。OECD8 原則の第 2 原則は、関連性、正確性、完全性、最新性

を定めている。これに対して、個情法の民間部門に関する規定（22 条）は、正確性と最新

性しか規定していないため、関連性と完全性についても法制化をする方向で検討するの



村上康二郎： プライバシー権と個人情報保護法制の関係に関する一試論 

情報セキュリティ総合科学 第 16号  2025年 11月 

16 

が妥当である。また、公的部門に関する規定（65 条）は、正確性についてしか規定してい

ないため、関連性、完全性、最新性についても法制化をする方向で検討するのが妥当で

ある。なお、個情法の 22 条、65 条には、「利用目的の達成に必要な範囲内」においてと

の記述があるが、これは正確性などを確保すべき範囲を指定しているに過ぎず、OECD8

原則などにおいて定められている関連性とは異なるものと考えられる 80。 

第 2 に、いわゆるプロファイリングなどの自動決定について、個情法に明文の規定を設

けるかどうかという問題がある 81。現行の個情法には、不適正利用の禁止規定（19 条、63

条）など、プロファイリングに関係しうる規定がいくつかあるが 82、プロファイリングを正面か

ら規制する条文は存在しない。先に述べたように、筆者の立場は、関連性のないデータに

基づいて差別的な評価・決定がなされたり、不正確なデータに基づいて不当な評価・決定

がなされたりしないという利益は重要であり、これらもプライバシー権の問題として捉えるこ

とが可能であるというものである。このようなプライバシー権に関する考え方は、個情法の

改正においても考慮されることが望ましいものと考える。そのため、GDPR22条（プロファイ

リングを含む個人に対する自動化された意思決定）の規定などの国際的な動向を参照し

つつ、我が国の個情法にも、プロファイリングに関する明文の規定を設けるのが妥当であ

ると考える。コンピュータによる自動的な意思決定が行われる場合には、機械学習のアル

ゴリズムによって、不正確な判断や差別的な判断がなされる恐れがあることを考慮すること

が重要である。 

 おわりに 

本稿では、プライバシー権と個人情報保護法制の関係について、初期の一元的構成説

と二元的構成説の対立、その後の憲法学における議論の発展、最近の議論状況を紹介し

た上で、筆者なりの試論を展開した。筆者の見解は、プライバシー権と個人情報保護法制

の関係については、相互に参照しあうような関係、すなわち相互参照関係として捉えるべ

きであるとしつつ、両者の議論にとって共通の基盤になる参照モデルをOECD8原則に求

めるというものである。 

もっとも、相互参照関係説の立場に立ちつつ、OECD8原則を参照モデルとする見解で

あっても、OECD8 原則が概括的な内容となっていることもあり、そこから導かれる帰結に

ついては、一定の幅があることは否めないであろう。プライバシー権の定義ないし内容に

関する議論をする際に、私見は、情報プライバシー権を自己情報コントロール権、自己情

報適正取扱権、私生活非公開の 3 つに類型化する立場に立っている。これは、相互参照

関係説の立場から、個情法の民間部門に関する規定との親和性を重視したところがある。

これに対して、相互参照関係説であっても、個情法の公的部門に関する規定との親和性

を重視する立場に立つのであれば、プライバシー権、特に私人対公権力の場合のプライ

バシー権については、「個人情報の保護を求める権利」（曽我部説）や、「適正な自己情報

の取扱いを受ける権利」（音無説）にとどめるべきという考え方もあり得るかもしれない。この

点については、筆者としては、むしろ個情法の公的部門に関する規定に、要配慮個人情

報を厳格に保護する条文を導入するのが望ましいのではないかと考えている。もっとも、こ

の点は、見解が分かれうるところであり、今後も、議論が必要であろう。 

本稿では、プライバシー権と個人情報保護法制の関係について、相互参照関係説の立
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場に立ち、共通の参照モデルを OECD8原則とする試論を展開した。もっとも、そこから導

かれる具体的な帰結については、一定の方向性を示したものの、まだ議論が不十分な部

分が残されている。この点については、本稿を契機として、今後、さらに議論が発展するこ

とを期待したい。 
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